
令 和 ⑧ 年 度 京 都 市 ふ る さ と 納 税 寄 付 管 理 等 業 務 委 託 募 集 要 項 

① 目 的 

京 都 市 ( 以 下 、 本 市 と い う 。) が 行 う ふ る さ と 納 税 業 務 の う ち 、 寄 付 の 受 付 、 寄 付 

者 対 応 、 返 礼 品 の 配 送 、 返 礼 品 の 開 発 等 を 民 間 事 業 者 に 委 託 す る こ と に よ り 、 事 務 
の 効 率 化 を 図 る と と も に 、 本 市 の 魅 力 発 信 の 強 化 及 び 寄 付 金 の 増 加 を 図 る 。 

2 業 務 の 概 要 

1) 業 務 の 内 容 ( 詳 細 は 砒 様 翠 を 参 照 ) 
① ふ る さ と 納 税 ポ ー タ ル サ イ ト 等 を 経 由 し た 寄 付 の 受 付 及 び 寄 付 者 情 報 等 の 
管 理 に 関 す る 業 務 

@ 返 礼 商 提 供 事 業 者 へ の 返 礼 品 の 発 注 、 配 送 管 理 、 在 庫 管 理 及 び 返 礼 品 の 代 金 ・ 
送 料 の 支 払 い ・ 精 算 に 関 す る 業 務 
返 礼 品 の 企 画 ・ 開 発 、 返 礼 品 ペ ー ジ の 作 成 に 関 す る 業 務 

寄 付 金 受 領 証 明 書 等 の 作 成 及 び 発 送 
ワ ン ス ト ッ プ 特 例 申 請 の 受 付 業 務 に 関 す る 業 務 
寄 付 者 及 び 返 礼 品 提 供 事 業 者 へ の 対 応 
富 裕 層 の オ ー ダ ー メ イ ド 返 礼 品 へ の 対 応 

そ の 他 制 度 改 正 へ の 対 応 な ど 
② 委 託 期 間 
令 和 ⑧ 年 ④ 月 ① 目 か ら 令 和 ⑨ 年 ③ 月 ③ ① 昌 ま で 

※ た だ し 、 令 和 ⑧ 年 ④ 月 ① 日 か ら 、 運 用 を 開 始 で き る よ う 、 そ れ ま で の 間 も 前 事 
業 者 か ら の 引 継 ぎ な ど 、 必 要 な 準 備 を 進 め て い た だ き ま す 。 
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③ 参 加 資 格 要 件 
次 の (①) 又 は (②| の い ず れ か に 該 当 す る 者 と し ま す 。 

な お 、 本 プ ロ ボ ー ザ ル は 、 共 同 事 業 体 の 参 加 も 認 め る こ と と し ま す 。 

(1) 京 都 市 競 争 入 札 参 加 有 資 格 者 名 簿 に 登 録 さ れ て い る 者 

(② 下 記 ⑯ の 条 件 を す べ て 満 た し 、 自 己 を 証 明 す る 書 類 を 提 出 す る 者 

① 契 約 を 締 結 す る 能 力 を 有 し な い 者 又 は 破 産 者 で 復 権 を 得 な い 者 で な い こ と 。 
② 地 方 自 泣 法 施 行 令 第 ① ⑥ ⑦ 条 の ④ 第 ② 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 し 、③ 年 を 総 
過 し な い 者 及 び そ の 者 を 代 理 人 、 支 配 人 そ の 他 の 使 用 人 又 は 入 札 代 理 人 と し て 
使 用 す る 者 で な い こ と 。 
注 人 税 又 は 所 得 税 及 び 消 費 税 の 未 納 が な い こ と 。 

京 都 市 の 市 民 税 及 び 固 定 資 産 税 の 未 納 が な い こ と 。 
京 都 市 の 水 道 料 金 及 び 下 水 道 使 用 料 の 未 納 が な い こ と 。 

⑥ 暴 力 団 ( 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 第 ② 条 第 ② 三に 規 
定 す る 暴 力 団 を い う 。) 及 び 暴 力 団 に 関 係 す る と 認 め ら れ る 者 で な い こ と 。 

⑧
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④ 参 加 資 格 の 停 止 
参 加 資 格 が あ る と 認 め た 者 が 、 次 の 項 目 に 該 当 す る と 認 め ら れ た 場 合 は 、 参 加 資 

格 を 取 り 消 す 場 合 が あ り ま す 。 
① 宮 査 日 ま で に 、 京 都 市 契 約 事 務 規 則 第 ② 条 に 規 定 す る 入 札 参 加 者 の 資 格 を 喪 失 

し た と き 

① ( 宿 付 管 理 等 楽 務 委 託 蔡 集 要 項 )
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を 及 ぼ す お そ れ の あ る 不 正 行 為 を 行 っ た と き 

⑤ 企 画 提 案 方 法 
(1) 提 出 書 類 及 び 提 出 期 限 

審 査 日 ま で に 、 本 件 プ ロ ポ ー ザ ル の 参 加 に 必 要 な 資 格 を 欠 く こ と と な っ た と き 

提 出 し た 書 類 に 虚 偽 の 内 容 が 記 載 さ れ て い る と き 
選 定 結 果 に 

そ の 他 市 長 が 特 に プ ロ ポ ー ザ ル に 参 加 さ せ る こ と が 不 適 当 で あ る と 認 め た と き 

提 出 書 類 の 名 称 
提 出 
部 数 
提 出 
期 限 

プ ロ ポ ー ザ ル 参 加 申 込 書 ( 様 式 ①) ① 部 ⑫/①⑨ 

企 画 提 案 書 ( 様 式 ② を 鑑 に 付 け る こ と 。 鑑 以 降 は 様 式 任 意 ) 
※ 代 表 社 印 の 押 印 が 必 要 

⑥ 部 

参 考 見 積 書 ( 様 式 ③ ) 

会 社 概 要 及 び 会 社 沿 革 

直 近 ① 年 分 の 財 務 諸 表 の 写 し ( 賛 借 対 煌 表 、 損 益 計 算 書 、 株 
主 資 本 等 変 動 計 算 書 ) 

納 税 証 明 書 の 写 し ( 発 行 後 ③ カ 月 以 内 ) 
( 法 人 事 業 税 及 び 地 方 法 人 特 別 税 の 納 税 証 明 書 、` 法 人 税 」 
又 は ̀ 申 君 所 得 税 」 の 納 税 、 浪 費 税 及 び 地 方 消 
費 税 の 納 税 証 明 書 そ の ①) 

自 己 を 証 明 す る 書 類 
※ ` 履 歴 事 項 全 部 証 明 」 及 び ` 印 鑑 証 明 書 」 
※ 京 都 市 競 争 入 札 参 加 有 資 格 者 名 簿 の 登 録 者 は 不 要 

共 同 事 業 体 協 定 書 の 写 し 
※ 該 当 す る 場 合 の み 

① 部 

1/16 

注 ①) 

注 ②) 
注 ③) 

江 ) 

書 式 は 、 様 式 を 指 定 し た も の 以 外 は 仔 意 の 書 式 と す る 。 
様 式 ② 及 び ⑧ の 詳 細 は 仕 様 前 を 参 照 の こ と 
共 同 事 業 体 の 場 合 、④ー⑦ は 構 成 企 業 分 を ナ べ て 提 出 す る こ と 。 
提 出 方 法 は 以 下 の 通 り と し ま す 。 
園 様 式 ① 電 子 メ ー ル 団 様 式 ② 、③ 及 び ォ ー⑧ 郵 送 ( 必 着 ) 

提 出 書 類 に 不 備 が あ る 場 合 は 受 理 し ま せ ん ( プ ロ ポ ー ザ ル へ の 参 加 も 不 可 ) 

(②) 提 出 先 
京 都 市 行 財 政 局 総 務 課 ふ る さ と 納 税 沼 当 
〒⑥0④-⑧⑤⑦① 住 所 不 要 

mail : furusato-kyotodcity. kyoto. g. jp 

@) 企 画 提 案 に 当 た っ て の 留 意 事 項 
プ ロ ポ ー ザ ル の 参 加 に 要 す る 一 切 の 費 用 ( 企 画 提 案 書 作 成 費 、 交 通 費 等 ) は 

事 業 者 の 負 担 と し ま す 。 
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イ 提 出 書 頬 の 事 業 者 へ の 返 却 は 行 い ま せ ん 。 

ko
 

( 宿 付 管 理 等 楽 務 委 託 蔡 集 要 項 )



ウ ー 提 出 書 類 は 、 事 業 者 の 選 定 を 行 う 作 業 に 必 要 な 範 囲 内 に お い て 、 本 市 で 複 製 

を 作 成 す る こ と が あ り ま す 。 
エ 提 出 書 頬 は 、 京 都 市 情 報 公 開 条 例 に 基 づ き 、 情 報 公 開 の 対 象 と な り ま す 。 
オ 本 市 か ら 提 供 し た 参 考 資 料 を 、 無 断 で 第 三 者 に 提 供 す る こ と 及 び そ の 他 の 目 

的 に 転 用 す る こ と を 禁 止 し ま す 。 
カ 提 出 さ れ た 企 画 提 案 書 等 が 次 に 該 当 す る 場 合 は 無 効 と し ま す 。 
① 企 画 提 案 の 内 容 が 本 要 項 の 条 件 に 適 合 し な い も の 

② 虚 偽 の 記 載 が あ る も の 

キ 別 途 、` 京 都 市 ふ る さ と 納 税 プ ロ モ ー シ ョ ン ・ マ ー ケ テ ィ ン グ 業 務 」 に か か る 
プ ロ ポ ー ザ ル を 実 施 し て い ま す 。 こ の 業 務 に か か る 募 集 要 項 及 び 仕 様 書 等 の 内 容 

⑥ ブ プ ロ ポ ー ザ ル に 関 す る 質 疑 及 び 回 答 

本 件 募 集 内 容 に つ い て 質 問 が あ る 場 合 は 、 質 問 書 ( 任 意 様 式 ) に よ り 、 メ ー ル に よ 

り 受 け 付 け ま す 。 た だ し 、 他 の 応 募 事 業 者 に 関 す る 質 問 に は 応 じ ま せ ん 。 

(①) 提 出 期 限 

令 和 ⑦ 年 ① ② 月 ⑤ 目 ( 金 ) 

(2 受 付 メ ー ル ア ド レ ス 

furusato-kyoto@city.kyoto.lg.jp 

(③) 回 答 方 法 
提 出 期 日 後 、` 京 都 市 情 報 館 」 の ふ る さ と 納 税 の ペ ー ジ に 質 問 者 に 関 す る 情 報 は 

伏 せ た う え で 、 速 や か に 回 答 を 掲 載 し ま す 。 

⑦ 受 託 候 補 者 の 選 定 

受 託 希 望 者 か ら 提 画 さ れ た 企 画 提 案 書 等 の 提 出 資 料 に 基 づ い て 、 プ レ ゼ ン を 実 施 
し て い た だ き ま す 。 

プ レ ゼ ン 内 容 に つ い て は 、 本 市 が 設 置 す る 露 査 委 員 会 に お い て 、 そ れ ぞ れ の 業 務 に 

つ い て 審 査 ・ 採 点 を 行 い 、 受 託 候 補 者 の 順 位 を 決 定 し ま す 。 

な お 、 提 案 者 が ① 者 で あ っ て も 、 本 プ ロ ボ ー ザ ル は 成 立 す る も の と し ま す が 、 宮 
査 の 結 果 、 最 低 基 混 点 以 上 の 点 数 を 得 ら れ な か っ た 場 合 は 、 契 約 候 補 者 と し て 選 定 し 
ま せ ん 。 

初 途 、 実 施 し て い る ̀ 京 都 市 ふ る さ と 納 税 プ ロ モ ー シ ョ ン ・ マ ー ケ テ ィ ン グ 業 務 」 
の プ ロ ポ ー ザ ル に も 応 募 し て い る 場 合 、 プ レ ゼ ン は 両 業 務 ま と め て 実 施 し て い た だ 

い て も 構 い ま せ ん 。 

1 審 査 ・ 採 点 
④ 名 の 審 査 委 員 に よ り 、 後 述 す る 審 査 項 目 に 基 づ き 審 査 ・ 採 点 を 行 い ま す 。 

各 委 員 の 点 数 を 合 計 し た 骨 点 を 審 査 結 果 と し 、 合 計 得 点 が 基 準 点 ⑥ 割 を 超 え 

た 者 の う ち 第 ① 順 位 の 者 を 受 託 候 補 者 と し て 選 定 し ま す 。 

③ ( 宿 付 管 理 等 楽 務 委 託 蔡 集 要 項 )



京 都 市 ふ る さ と 納 税 寄 付 管 理 等 業 務 の 審 査 項 目 

No. 評 価 ポ イ ン ト 配 点 

① 制 度 の 理 解 ・ 頭 事 業 務 の 実 績 ) 
. 品 基 朗 > と め と す る 制 度 の 詳 細 を 熱 知 し て い る か 。 
・ 本 業 務 と 同 様 ( 又 は 類 似 の ) 業 務 受 託 の 実 績 が 十 分 か 。 

B
 

② 体 制 
ロ治体職員からの依旗 要 請 を 待 つ こ と な く 、 主 体 的 に 寄 付 額 増 加 に 向 け た 取 組 
実 ① 3 3 
寄什狸得に尚けて將 ・甫喪な 返礼叩の開拓及ひ返礼叩ベ}ノの作成を合め 各 
種 業 務 を 、 自 治 体 の ニ ー ズ に 合 わ せ た 速 度 で 、 確 実 に こ な せ る 遂 行 体 制 を 有 し て 
い る か 。 

⑧ コ ー ル セ ン タ ー 
コ ー ル セ ン タ ー が 混 み 合 っ て 、 自 治 体 に 問 い 合 わ せ が 回 っ で て く る よ う な 事 態 が 
発 生 し な い か 。 ま た 寄 付 者 が リ ピ ー ト し た く な る よ う な 丁 寧 な 応 対 が 可 能 か 。 

① 寄 付 者 情 報 の 一 元 管 理 
・ ふ る さ と 紺 税 ポ ー タ ル サ イ ト と の APT 連 携 は 十 分 か 。 
・ デ ー タ 分 伍 に 向 け た 高 い 統 計 処 理 機 能 ( 自 治 体 職 員 が 常 時 、 容 易 に は き 出 せ る 使 
い や す い も の ) を 有 し て い る か 。 

② ポ ー タ ル サ イ ト と の 連 携 ・ 関 係 構 築 
寄 付 獲 得 に 向 け た 有 益 な 情 報 を 各 ポ ー タ ル サ イ ト か ら 即 時 入 手 で き る 

③ 返 礼 品 の 充 実 ・ 強 化 
・ ポ ー タ ル サ イ ト の 総 合 ラ ン キ ン グ 入 り を 狙 え る よ う な 魅 力 的 か つ 競 争 力 の 高 い | 」 
返 礼 品 ( 新 規 開 拓 、 既 存 返 礼 品 の 改 善 ) が 提 案 で き る か 。 
・ 他 事 業 者 で は 造 成 で き な い 独 自 返 礼 品 ( 旅 行 分 野 に 限 ら な い ) を 提 案 で き る か 。 

④ 返 礼 品 ペ ー ジ の 作 成 _ ~ 
・ 検 索 表 示 や ク リ ッ ク 率 ・ 転 換 率 を 意 識 し た 訴 求 力 の 髙 い 返 礼 品 ペ ー ジ ( 返 礼 品 名 | ⑮ 
定 、 サ ム ネ イ ル の デ ザ イ ン ・ 文 字 入 れ 、SKL 統 合 な ど ) の 作 成 が 可 能 か 。 

o
 

B
 

B
 

の ョ 

⑤ 返 礼 品 提 供 事 業 者 と の 連 携 ・ 関 係 構 築 
・ 返 礼 品 管 理 , 苦 情 対 応 等 に お い て 事 業 者 と 十 分 連 携 し 、 適 切 に 対 処 で き る か 。 
・ 返 社 品 の 造 成 に あ た っ て 、 事 業 者 に 対 し て 的 確 な 提 案 ・ ア ド バ イ ス を 行 い 、 昂 期 

を 増 加 さ せ ら れ る か 。 ⑮ 
ン キ ン グ 入 り を 視 野 に 入 れ た 返 礼 品 の ( 改 善 ) 提 案 や 、 配 送 リ ー ド タ イ ム 

曖 に 向 け た 調 整 が で き る か 。 
・ 高 額 所 得 者 履 合 け の 返 礼 品 企 画 及 び 返 礼 品 提 供 事 業 者 等 と の 調 壊 が 十 分 可 能 な 
体 制 を 確 保 し て い る か 。 

① 経 貴 の 又 当 朋 
DRI S0P 進 傳 と い う ハ ー ド ル の 高 さ を 老 慮 し た 、 適 切 な 提 杭 に な っ て い る か 

r 付 実 績 等 ⑧ 

寄 付 実 績 、 市 場 の ト レ ン ド ( 制 度 改 正 合 む ) 、 本 市 の 特 性 、 上 位 自 治 体 の 動 向 等 を ①0 
え 、 宿 付 顕 の 増 加 に 向 け た 最 適 な 取 組 を 、 ス ピ ー ド 感 を も っ て 進 め て い く た 

め の ̀ 分 析 力 及 び 提 案 力 」 を 十 分 有 し て い る か 。 

③ 事 業 者 同 士 の 連 携 
・ プ ロ モ ー シ ョ ン 等 業 務 受 託 事 業 者 と 連 携 が 図 れ る か 。 

④ ( 宿 付 管 理 等 楽 務 委 託 募 集 要 項 ) 

⑤
 



2 審 査 後 の 通 知 
本 市 は 、 前 述 の 審 査 後 、 速 や か に 受 託 希 望 者 に 対 し 、 順 位 を 通 知 す る と と も に 、 

受 託 希 望 者 第 一 順 位 の 事 業 者 ( 以 下 、` 第 一 受 託 候 補 者 」 と い う 。) と 受 託 内 容 の 

確 認 等 を 行 い ま す 。 
な お 、 選 定 結 果 に つ い て の 異 議 申 し 立 て は 、 一 切 受 け 付 け ま せ ん 。 

@ 選 定 結 果 の 公 表 
受 託 候 補 者 の 選 定 後 、 選 定 の 結 果 、 参 加 し た 事 業 者 及 び 評 価 点 そ の 他 の 契 約 の 
相 手 方 を 選 定 し た 理 由 が 分 か る 情 報 を ` 京 都 市 情 報 館 」 に 公 表 し ま す 。 

四 審 査 後 の 手 続 き 
第 一 受 託 候 補 者 と 契 約 協 議 を 行 い 、 詳 細 な 業 務 内 容 の 確 認 そ の 他 の 受 託 条 件 に 

つ い て 合 意 に 達 し た 後 に 委 託 契 約 を 締 結 し ま す 。 
た だ し 、 第 一 受 託 候 補 者 と 契 約 条 件 に つ い て 合 意 に 達 し な か っ た と き は 、 欧 点 

の 受 託 候 補 者 と 契 約 協 議 を 行 い ま す 。 
な お 、 受 託 条 件 ( と り わ け ポ ー タ ル サ イ ト ご と の 業 務 委 託 料 ) に つ い て は 、 経 費 

率 ⑤0%⑥ 基 準 の 順 守 を 目 的 と し て 、 総 領 に 影 響 が 生 じ な い 範 囲 で 必 要 な 調 整 を 行 う 
場 合 が あ り ま す 。 
契 約 日 は 、 令 和 ⑧ 年 ④ 月 ① 目 と な り ま す 。 た だ し 、 本 件 調 達 に 係 る 予 算 が 成 立 し 

な い 場 合 は 、 契 約 を 締 結 い た し ま せ ん 。 
ま た 、 前 事 業 者 か ら の 引 継 ぎ を 含 め 、 本 件 調 達 の た め に 行 っ た 準 備 行 為 等 に 係 る 
費 用 を 京 都 市 に 請 求 す る こ と は で き ま せ ん 。 

⑧ 全 体 の ス ケ ジ ュ ー ル 

① ① 月 ② 0 日 ( 木 ) プ ロ ポ ー ザ ル 募 集 開 始 

① ② 月 ⑤ 目 ( 金 ) プ ロ ポ ー ザ ル に 関 す る 質 疑 の 受 付 期 限 

① ② 月 ① ⑨ 日 ( 金 ) プ ロ ポ ー ザ ル 参 加 申 込 書 提 出 期 限 
① 月 ① ⑥ 日 ( 金 ) 企 画 提 案 書 等 の 書 類 提 出 期 限 
① 月 ② 0 日 ( 火 ) プ ロ ポ ー ザ ル 審 査 

① 月 ② ③ 日 ( 金 ) 受 託 候 補 者 の 決 定 ・ 通 知 ( 予 定 ) 
④ 月 18 ( 水 ) 契 約 、 業 務 開 姦 

⑨ 問 い 合 わ せ ・ 提 出 先 
京 都 市 行 財 政 局 ふ る さ と 納 税 担 当 

〒⑥0④-⑧⑤⑦① 住 所 不 要 

mail : furusato-kyotodcity. kyoto. 1g. jp 

⑤ ( 室 付 管 理 等 業 務 委 託 募 集 要 項 )



隠 剛 
京 都 市 の ふ る さ と 納 税 の 概 況 

① _ 寄 付 類 等 の 推 移 

RI ⑳0 | 0.③ 万 作 ③ 億 円 

吉 ⑥00 | ③.0 万 件 | _ ①⑧ 僧 円 | か る さ と 終 税 の 専 門 部 置 を 設 暁 
R3 2,300 | 11.1 万 件 56 億 円 | 個 人 大 口 寄 付 6 億 円 を 除 く 

Ra | ③ 000 | ⑯.⑦ 万 件 | 8o 俸 円 | 個 人 人 口 寄 付 ⑮ 億 円 を 除 く 
R5 3,500 | 21.7 万 件 96 億 円 | 個 人 大 口 寄 付 ④ 億 円 を 除 く 

R⑥ 4,200 | ②④.⑤ 万 件 115 億 円 

_ o | 大 付 受 入 顕 は 当 切 了 算 計 上 領 で あ り 、 
r | ⑤⑤00 ⑳ 倉 田 | ② 』 に 裕 正 子 算 を 計 不 定 

② 経 貫 率 
R⑤ : ④⑦.⑦%⑥、R⑥ : 48.9% & ⑤0⑨⑥ に は 若 干 の 余 裕 が あ る が 、 近 年 、 大 口 寄 付 が 減 少 

し て い る ほ か 、 低 単 価 返 礼 品 の 積 極 的 な 出 品 に よ り 、 寄 付 単 価 が 低 減 傾 向 に あ る た 

め 、` 絶 対 安 全 圖 内 」 に い る と は 言 え な い 状 況 。 引 き 続 き 、 経 費 の 節 減 に 努 め て い く 

必 要 が あ る 。 

③ 返 礼 品 の 概 況 

旅 行 ク ー ポ ン 、 お せ ち の シ ェ ア が 依 然 と し て 高 い が 、 昨 今 は ホ テ ル ・ 
事 券 、 ス イ ー ツ 、 お 酒 ( 目 本 酒 ・ 酎 ハ イ 

亭 等 の 食 
・ ク ラ フ ト ビ ピ ー ル ) 、 ス ポ ー ツ ・ ア ウ ト ド ア 

な ど の 分 野 が シ ェ ア を 高 め て お り 、 返 礼 品 の 裾 野 は 着 実 に 広 が り つ つ あ る 。 

④ _ そ の 他 の 特 徴 ・ 課 題 
① 近 年 、 積 極 的 な 事 業 者 開 拓 に よ り 、 返 礼 品 数 を 増 や す こ と で 、 毎 年 、 寄 付 顕 を 増 
加 さ せ て い る 。 
返 礼 品 数 は 既 に 5,000 点 を 突 破 し 、 返 礼 品 提 供 事 業 者 数 も ①. 000 事 業 者 に の ぼ 
る が 、 返 礼 品 化 が 可 能 な 事 業 者 は 、 ま だ 多 く 存 在 し て お り 、 今 後 も 既 存 返 礼 品 

の 強 化 と 合 わ せ て 、 積 極 的 な 新 規 開 拓 が 必 要 で あ る 。 
② 寄 付 車 価 は 47,000 円 と 全 国 平 均 の ②. ④ 倍 で 、 比 較 的 、 高 額 所 得 者 履 か ら の 寄 付 

が 取 れ て い る 。 
一 方 で 、 中 間 所 得 者 履 か ら の 寄 付 が 十 分 に 獅 得 で き て お ら ず 、 寄 付 件 数 が 少 な い 

た め 、 引 き 続 き 、 日 常 使 い の 返 礼 品 や 低 単 価 返 礼 品 の 強 化 な ど の 対 策 が 必 要 。 
な お 、 寄 付 件 数 は 令 和 ⑥ 年 度 で ②④.⑤ 万 件 と 寄 付 顕 に 比 し て 非 常 に 少 な い が 、 こ 

の 間 の 取 組 に よ り 、 令 和 ⑦ 年 度 は ( 制 度 改 正 前 の 駆 込 み の 影 響 が 少 な い ④ 月 へ ⑦ 月 
ベ ー ス で ) 対 前 年 度 ①.⑤ 倍 と 大 き く 増 加 し て い る 。 
⑧ 毎 年 、 国 の 基 混 見 直 し が 入 る 可 能 性 が あ る こ と を 踏 ま え る と 、② つ の 主 力 返 礼 品 
の シ ェ ア が 大 き い 現 在 の 構 造 は や や 不 安 定 で あ り 、 幅 広 い 分 野 で 寄 付 が 取 れ る 安 

定 し た 構 遜 へ の 転 換 が 求 め ら れ て い る 。 
こ の た め 、 旅 行 ク ー ポ ン ・ お せ ち 以 外 の 返 礼 品 の 強 化 が 特 に 必 要 な 状 況 。 

( 宿 付 管 理 等 楽 務 委 託 蔡 集 要 項 )



④ 返 礼 品 数 が 多 い 割 に は 、 ポ ー タ ル サ イ ト の ラ ン キ ン グ 入 り を 狙 え る 高 火 力 の 返 

礼 品 が 少 な く 、 特 に 総 合 ラ ン キ ン グ 入 り を 狙 え る よ う な 突 出 し た 力 を も つ 返 礼 品 

は 極 め て 少 な い 状 況 。 
返 礼 品 の 再 構 築 や 返 礼 品 ペ ー ジ の 改 善 を 含 め 、 個 々 の 返 礼 品 が も つ 本 来 の ポ テ ン 

シ ャ ル を 更 に 引 き 出 し て い く 必 要 が あ る と 強 く 感 じ て い る 。 

総 務 肩 か ら 毎 年 、 現 況 調 査 結 果 ( 寄 付 受 入 額 、 税 の 流 出 額 、 所 要 経 費 な ど ) が 公 表 
さ れ て い ま す の で 、 必 要 に 応 じ て ご 覧 く だ さ い 。 

⑦ ( 室 付 管 理 等 業 務 委 託 募 集 要 項 )


